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議案第６号  

 

財産の取得について 

災害備蓄用簡易トイレ処理袋等を次のとおり取得する。 

２０１９年（令和元年）６月６日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫 

 

 

 

１ 取得する財産 

災害備蓄用簡易トイレ処理袋     ３４,０８０セット 

トイレ本体                 １５台 

トイレ用テント               １５台 

チリ紙              ２００,０００枚 

２ 契約の相手方   

藤沢市鵠沼神明四丁目１２番２５号 

有限会社関根商店 

代表取締役 関 根 喜 貴 

３ 取得価格 

３６,０５６,２３２円 

４ 取得時期 

２０１９年（令和元年）９月３０日 

 

 

 

提案理由 

災害時のトイレ設備の充実を図るため，財産の取得をしたいので，藤沢市議会の

議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により提出

する。 
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参 考 

藤沢市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 抜粋 

（財産の取得又は処分） 

第３条 法第９６条第１項第８号の規定により，議会の議決に付さなければならな

い財産の取得又は処分は，予定価格２０，０００，０００円以上の不動産若しくは動

産の買入れ若しくは売渡し（土地については，１件５，０００平方メートル以上の

ものに限る。）又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売渡しとする。 
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＜議案第６号資料１＞ 

 

災害備蓄用簡易トイレ処理袋等供給契約の相手方状況調書 

 

１ 会 社 名  藤沢市鵠沼神明四丁目１２番２５号 

有限会社関根商店 

代表取締役 関 根 喜 貴 

２ 資 本 金  １０,０００千円 

３ 職 員 数  １５人 

４ 創   業  １９６５年（昭和４０年） 

５ 主な物件供給実績 

  災害備蓄用簡易トイレ処理袋等（藤沢市発注） 

   ２０１８年（平成３０年）１１月納入 

                        ７,７９７千円 

災害備蓄用毛布（藤沢市発注） 

   ２０１９年（平成３１年）１月納入 

                       １９,５９７千円 
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＜議案第６号資料２＞ 

災害備蓄用簡易トイレ処理袋等供給契約入札状況調書 

業 者 名  入 札 金 額 摘 要 

有 限 会 社 関 根 商 店  ３３,３８５,４００円 落札 

有 限 会 社 フ ィ ー ル ド 藤沢支店 ３３,６３３,１００円  

相 日 防 災 株 式 会 社  藤沢支店 ３３,９０９,６００円  

株式会社河本総合防災 湘南支店  
入札書 
不着 

 

予 定 価 格 ３３,５０２,０００円  

※当該入札金額に消費税額及び地方消費税額に相当する額を加算した金額が法

律上の入札金額です。 
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議案第７号  

 

財産の取得について 

学校教育用ＩＣＴ機器を次のとおり取得する。 

２０１９年（令和元年）６月６日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫    

 

 

 

１ 取得する財産 

プロジェクター  ７２４台 

実物投影機    ５３１台 

その他附属品 

２ 契約の相手方 

藤沢市南藤沢２番１～１号 フジサワ名店ビル 

株式会社有隣堂藤沢営業所 

所長 石 井 義 孝 

３ 取得価格 

１２６,３２１,８３２円 

４ 取得時期 

２０１９年（令和元年）８月３０日 

 

 

 

提案理由 

藤沢市立学校等に学習用のＩＣＴ環境を整備するため，財産の取得をしたいので，

藤沢市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規

定により提出する。 
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＜議案第７号資料１＞ 

 

学校教育用ＩＣＴ機器供給契約の相手方状況調書 

 

１ 会 社 名  藤沢市南藤沢２番１～１号 フジサワ名店ビル 

株式会社有隣堂藤沢営業所 

所長 石 井 義 孝 

２ 資 本 金   ５０,０００千円 

３ 職 員 数   全体 ３５８人   藤沢営業所 ７人 

４ 創   業   １９０９年（明治４２年） 

５ 主な物件供給実績 

新庁舎什器備品その２（机）（藤沢市発注） 

２０１７年（平成２９年）１２月納入 

８０,１１４千円 

新庁舎什器備品その４（椅子）（藤沢市発注） 

２０１７年（平成２９年）１２月納入 

１５８,６４３千円 
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＜議案第７号資料２＞ 

学校教育用ＩＣＴ機器供給契約入札状況調書 

業 者 名  入 札 金 額 摘 要 

株 式 会 社 有 隣 堂 藤 沢 営 業 所  １１６,９６４,６６０円 落 札 

 

予 定 価 格 １１７,１８１,８６０円  

※当該入札金額に消費税額及び地方消費税額に相当する額を加算した金額が法

律上の入札金額です。 
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議案第８号  

 

工事請負契約の締結について 

防災行政無線デジタル化更新工事について，次のとおり請負契約を締結する。 

２０１９年（令和元年）６月６日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫    

 

 

 

１ 契約の相手方 

  横浜市西区北幸二丁目８番４号 

ＯＫＩクロステック株式会社 第一支社横浜支店 

支店長 櫻 井 孝 正 

２ 工事の概要 

 （１） 防災行政無線子局設置工事 

 （２） 上記に伴う撤去工事 

３ 契約金額 

  ２２０,０００,０００円 

４ 工事の場所 

藤沢市江の島二丁目３番ほか 

５ 工 期 

議決の日着工 

２０２０年（令和２年）２月１４日しゅん工予定 

 

 

提案理由 

防災行政無線デジタル化更新工事について，請負契約を締結したいので，藤沢市

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定によ

り提出する。 
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参 考 

藤沢市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 抜粋 

（契約） 

第２条 法第９６条第１項第５号の規定により議会の議決に付さなければならない

契約は，予定価格１５０，０００，０００円以上の工事又は製造の請負とする。 
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＜議案第８号資料１＞ 

 

防災行政無線デジタル化更新工事請負契約の相手方状況調書 

 

１ 会 社 名  横浜市西区北幸二丁目８番４号   

ＯＫＩクロステック株式会社 第一支社横浜支店 

 支店長 櫻 井 孝 正 

     参考（本社） 東京都品川区北品川一丁目１９番４号 

                   ＯＫＩクロステック株式会社 

                     代表取締役 竹 内 敏 尚 

２ 資 本 金  ２,００１,９００千円 

３ 年間 工 事高 

※ＯＫＩクロステック株式会社は，平成３１年４月に沖ウィンテック株式会社

と株式会社沖電気カスタマアドテックが合併して設立されたもの。次の実績

は，旧沖ウィンテック株式会社のもの。 

          （支店）      （全体） 

   平成30 年3 月期   電気通信工事 ６７１,６３１千円 １５,１１１,７０２千円 

   平成28 年3 月期   電 気 工 事   ６,５７９千円  ６,５３３,７０３千円 

   平成28 年3 月期   合 計 ６７８,２１０千円 ２１,６４５,４０５千円 

   平成29 年3 月期   電気通信工事 ６４６,１３６千円 １４,０４３,６５４千円 

   平成28 年3 月期   電 気 工 事  ３６,２１９千円  ５,４６１,７１６千円 

   平成28 年3 月期   合 計 ６８２,３５５千円 １９,５０５,３７０千円 

４ 職 員 数  技術職員             ４１人         ３９６人 

          事務職員          ５人        ２８７４人 

          合  計        ４６人        ３２７０人 

５ 創 業  １９６０年（昭和３５年）（旧沖ウィンテック株式会社） 

６ 主な工事実績（旧沖ウィンテック株式会社実績） 

  防災行政無線デジタル化更新工事（藤沢市発注） 

２０１９年（平成３１年）２月しゅん工 

                ３１８,６００千円 

  防災行政無線デジタル化更新工事（藤沢市発注） 

２０１８年（平成３０年）２月しゅん工 

                ２０８,４４０千円 
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＜議案第８号資料２＞ 

 

防災行政無線デジタル化更新工事入札状況調書 

 

入札（１回目） 

業 者 名                 入 札 金 額 摘 要 

ＯＫ Ｉ クロ ス テッ ク 株 式 会 社 

第一支社横浜支店 

               千円 

 ２１４,０００ 
 

 

再入札（２回目） 

業 者 名                 入 札 金 額 摘 要 

ＯＫ Ｉ クロ ス テッ ク株 式 会 社 

第一支社横浜支店 

               千円 

 ２１２,０００ 
 

 

随意契約 

業 者 名                 見 積 金 額 摘 要 

ＯＫ Ｉ クロ ス テッ ク株 式 会 社 

第一支社横浜支店 

               千円 

 ２００,０００ 

決 定 

(地方自治法施行令 

第167条の2第1項第8号) 

 

予 定 価 格 
               千円 

 ２００,３００ 

 

調 査 基 準 価 格  １７９,１３０  

失 格 基 準 価 格  １６１,２１７  

※ 当該入札（見積）金額に消費税額及び地方消費税額に相当する額を加算した

金額が法律上の入札（見積）金額です。 
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議案第９号  

 

工事請負契約の締結について 

藤沢駅北口交通広場再整備工事について，次のとおり請負契約を締結する。 

２０１９年（令和元年）６月６日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫    

 

 

 

１ 契約の相手方 

  藤沢駅北口交通広場再整備工事 

  日髙建設・清光建設共同企業体 

  代表者 藤沢市下土棚３３５番地 

    日髙建設株式会社 

     代表取締役 髙 橋 直 博 

２ 工事の概要  

(1) 車道舗装工事  一式 

(2) 歩道舗装工事  一式 

(3) 排水構造物工事 一式 

(4) 道路付属物工事 一式 

(5) 附帯工事    一式 

３ 契約金額 

  ３７８,２９０,０００円 

４ 工事の場所 

藤沢市藤沢５５５番地先 

５ 工 期 

議決の日着工 

２０２０年（令和２年）６月３０日しゅん工予定 
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提案理由 

藤沢駅北口交通広場再整備工事について，請負契約を締結したいので，藤沢市議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により

提出する。 
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＜議案第９号資料１＞ 

 

藤沢駅北口交通広場再整備工事請負契約の相手方状況調書（１） 

 

１ 会 社 名       藤沢市下土棚３３５番地 

日髙建設株式会社 

 代表取締役 髙 橋 直 博 

２ 資 本 金       ２１,０００千円 

３ 年間工事高       

  平成30 年7 月期   土 木 一 式 工 事  １７２,６０７千円 

  平成29 年6 月期   その 他 工事    ４９０,８８８千円 

  平成29 年6 月期   合 計  ６６３,４９５千円 

  平成29 年７月期   土 木 一 式 工 事     ４９０,０４６千円 

  平成29 年6 月期   その 他 工事      ３８２,０９８千円 

  平成29 年6 月期   合 計    ８７２,１４４千円 

４ 職 員 数        技術職員      １２人 

          事務職員       ３人 

          合  計      １５人 

５ 創 業        １９６８年（昭和４３年） 

６ 主な工事実績 

  善行駅東口駅前通り線道路改良工事（藤沢市発注） 

   ２０１９年（平成３１年）３月しゅん工 

                   １０２,８５１千円 

 

  藤沢駅市役所通り線道路改良工事（藤沢市発注） 

２０１７年（平成２９年）２月しゅん工 

                １２０,６８０千円 
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藤沢駅北口交通広場再整備工事請負契約の相手方状況調書（２） 

 

１ 会 社 名       藤沢市石川２丁目２０番地の２５ 

清光建設株式会社 

 代表取締役 入内嶋 晃 

２ 資 本 金       ２０，０００千円 

３ 年間工事高        

  平成30 年4 月期   土 木 一 式 工 事     １５５,９１０千円 

  平成29 年6 月期   その 他 工事     ４３,０００千円 

  平成29 年6 月期   合 計    １９８,９１０千円 

  平成29 年4 月期   土 木 一 式 工 事     ８３,６７０千円 

  平成29 年6 月期   その 他 工事     ８７,９７３千円 

  平成29 年6 月期   合 計    １７１,６４３千円 

４ 職 員 数        技術職員     ６人 

          事務職員     ２人 

          合  計     ８人 

５ 創 業         １９６５年（昭和４０年） 

６ 主な工事実績 

  村岡３１５号線歩道整備工事（藤沢市発注） 

   ２０１７年（平成２９年）３月しゅん工 

２６,０６３千円 

 

  平成３０年度 港湾補修工事 県単（その６）（藤沢市以外発注） 

２０１９年（平成３１年）３月しゅん工 

１４７,７３４千円 
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＜議案第９号資料２＞ 

藤沢駅北口交通広場再整備工事入札状況調書 

 

  業 者 名                 入 札 金 額 摘 要 

藤沢駅北口交通広場再整備工事 

日髙建設・清光建設共同企業体 

       千円 

 ３４３,９００ 
落札 

藤沢駅北口交通広場再整備工事 

三和工業・日総プランテック共同企業体 
３５８,０００  

藤沢駅北口交通広場再整備工事 

湘南営繕協会・湘南アーキテクチュア共同

企業体 

３６０,０００  

藤沢駅北口交通広場再整備工事 

門倉組・安場土木共同企業体 

 
辞退 

 

 

予 定 価 格 
              千円 

 ３８７,２１０ 

 

調 査 基 準 価 格 ３４４,４６０ 

 

失 格 基 準 価 格 ３１０,０１４ 

 

※ 当該入札金額に消費税額及び地方消費税額に相当する額を加算した金額が法

律上の入札金額です。 
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議案第１０号  

 

市道の認定について 

 次のとおり市道の路線を認定する。 

２０１９年（令和元年）６月６日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫 

 

 

 

整理 

番号 
路 線 名 

起       点 幅 員 

   ｍ 

延 長 

   ｍ 終       点 

１ 
藤沢 

７６５号線 

藤沢五丁目６２０７番２８地先 
4.5 25.0 

藤沢五丁目６２０７番６８地先 

２ 

藤沢 

７６６号線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

花の木５４３７番１４４地先 
4.5 22.7 

花の木５４３７番１４１地先 

３ 
藤沢 

７６７号線 

稲荷一丁目１７４番５地先 
5.0 61.5 

稲荷一丁目１６３番９地先 

４ 
明治 

５１９号線 

辻堂新町二丁目２５２３番４地先 5.0 

98.9 ～ 
辻堂新町二丁目２５２３番１地先 5.2 

５ 
明治 

５２０号線 

羽鳥一丁目１００１番９地先 
6.0 169.2 

羽鳥一丁目１００１番１０地先 

６ 
善行 

６５０号線 

白旗三丁目２５３０番２９９地先 
6.0 22.9 

白旗三丁目２５３０番２９５地先 

７ 
湘南大庭 

４７２号線 

大庭字丸山５４１６番２１地先 
4.5 29.4 

大庭字丸山５４１６番２６地先 
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８ 
六会 

８９７号線 

亀井野字土橋４０８番２１地先 
6.0 34.3 

亀井野字土橋４０８番２３地先 

９ 
遠藤 

３８７号線 

遠藤字山崎３９１８番１２地先 
4.5 22.9 

遠藤字山崎３９１８番１６地先 

１０ 
善行２号 

歩行者専用道 

善行七丁目３４１３番３地先 2.8 

35.8 ～ 
善行七丁目４１７８番１０地先 10.0 

 

 

 

提案理由 

 藤沢７６５号線ほか９路線を認定したいので，道路法第８条第２項の規定により

提出する。 

 

 

 

参 考 

 道路法 抜粋 

 （市町村道の意義及びその路線の認定） 

第８条 第３条第４号の市町村道とは，市町村の区域内に存する道路で，市町村長

がその路線を認定したものをいう。 

２ 市町村長が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては，あらか

じめ当該市町村の議会の議決を経なければならない。 
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議案第１１号  

 

工業標準化法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定に

ついて 

 工業標準化法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例を次のように定める。 

２０１９年（令和元年）６月６日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫 

 

 

 

工業標準化法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例 

（藤沢市手数料条例の一部改正） 

第１条 藤沢市手数料条例（平成１２年藤沢市条例第４８号）の一部を次のよう

に改正する。 

第２条第２項第８号中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。 

（藤沢市都市景観条例の一部改正） 

第２条 藤沢市都市景観条例（平成元年藤沢市条例第３８号）の一部を次のよう

に改正する。 

別表第１垣又はさくの項西町地区の項中「工業標準化法」を「産業標準化法」

に，「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。 

（藤沢市屋外広告物条例の一部改正） 

第３条 藤沢市屋外広告物条例（平成１９年藤沢市条例第２３号）の一部を次の

ように改正する。 

第１０条第３項中「工業標準化法」を「産業標準化法」に，「日本工業規格」

を「日本産業規格」に改める。 

附 則 

この条例は，令和元年７月１日から施行する。 
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提案理由 

 この条例を提出したのは，工業標準化法の一部が改正されたことに伴い，規定の

整備をする必要による。 
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議案第１２号  

  

消費税法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定につい

て 

消費税法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例を次のように定める。 

２０１９年（令和元年）６月６日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫 

 

  

 

消費税法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例 

 （藤沢市下水道条例の一部改正） 

第１条 藤沢市下水道条例（昭和３６年藤沢市条例第３０号）の一部を次のよう

に改正する。 

第４２条第３項第１号中「第２９条」を「第２９条第１号」に改める。 

 （藤沢市大庭台墓園の墓所の管理に関する条例の一部改正） 

第２条 藤沢市大庭台墓園の墓所の管理に関する条例（平成７年藤沢市条例第４３

号）の一部を次のように改正する。 

第１５条第１項第１号中「第２９条」を「第２９条第１号」に改める。 

 （藤沢市民病院診療費等に関する条例の一部改正） 

第３条 藤沢市民病院診療費等に関する条例（昭和４６年藤沢市条例第３４号）

の一部を次のように改正する。 

第２条第１項第４号ア及び第３条第１項第１号中「第２９条」を「第２９条

第１号」に改める。 

附 則 

 この条例は，令和元年１０月１日から施行する。 
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提案理由 

この条例を提出したのは，消費税法の一部が改正されたことに伴い，規定の整備

をする必要による。 
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議案第１３号  

 

藤沢市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部改正について 

 藤沢市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を次の

ように改正する。 

２０１９年（令和元年）６月６日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫 

 

 

 

藤沢市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例 

藤沢市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年

藤沢市条例第１４号）の一部を次のように改正する。 

第６条第２項中「適用しないこと」の次に「とすること」を加え，同条に次の２

項を加える。 

４ 市長は，家庭的保育事業者等による第１項第３号に掲げる事項に係る連携施設

の確保が著しく困難であると認めるときは，同号の規定を適用しないこととする

ことができる。 

５ 前項の場合において，家庭的保育事業者等は，法第５９条第１項に規定する施

設のうち，次に掲げるもの（入所定員が２０人以上のものに限る。）であって，

市長が適当と認めるものを第１項第３号に掲げる事項に係る連携協力を行う者と

して適切に確保しなければならない。 

（1） 子ども・子育て支援法第５９条の２第１項の規定による助成を受けている者

の設置する施設（法第６条の３第１２項に規定する業務を目的とするものに限

る。） 

（2） 法第６条の３第１２項及び第３９条第１項に規定する業務を目的とする施設

であって，法第６条の３第９項第１号に規定する保育を必要とする乳児・幼児
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の保育を行うことに要する費用に係る地方公共団体の補助を受けているもの 

 第１６条第２項第３号中「，乳幼児」を「，利用乳幼児」に改め，「。附則第３

項において同じ」を削る。 

 第４５条に次の１項を加える。 

２ 保育所型事業所内保育事業を行う者のうち，法第６条の３第１２項第２号に規

定する事業を行うものであって，市長が適当と認めるもの（附則第４項において

「特例保育所型事業所内保育事業者」という。）については，第６条第１項本文

の規定にかかわらず，連携施設の確保をしないことができる。 

附則第３項中「（第２２条に規定する家庭的保育事業を行う場所において実施さ

れるものに限る。）」を削る。 

附則第４項中「家庭的保育事業者等」の次に「（特例保育所型事業所内保育事業

者を除く。）」を加え，「５年」を「１０年」に改める。 

 附 則 

 この条例は，公布の日から施行する。 

 

 

 

提案理由 

 この条例を提出したのは，国が定める家庭的保育事業等の設備及び運営に関する

基準の一部が改正されたことに伴い，規定の整備をする必要による。 
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議案第１４号  

 

藤沢市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部改正について 

 藤沢市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を次のように改正する。 

２０１９年（令和元年）６月６日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫 

 

 

 

藤沢市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例 

藤沢市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

２６年藤沢市条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

第１１条第３項中「都道府県知事」の次に「又は地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２５２条の１９第１項の指定都市の長」を加える。 

 附 則 

 この条例は，公布の日から施行する。 

 

 

 

提案理由 

 この条例を提出したのは，国が定める放課後児童健全育成事業の設備及び運営に

関する基準の一部が改正されたことに伴い，規定の整備をする必要による。 
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議案第１５号  

 

藤沢市図書館に関する条例及び藤沢市民ギャラリー条例の一部改正

について 

 藤沢市図書館に関する条例及び藤沢市民ギャラリー条例の一部を次のように改め

る。 

２０１９年（令和元年）６月６日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫    

 

 

 

藤沢市図書館に関する条例及び藤沢市民ギャラリー条例の一部を改正

する条例 

（藤沢市図書館に関する条例の一部改正） 

第１条 藤沢市図書館に関する条例（昭和６１年藤沢市条例第３６号）の一部を次

のように改正する。 

第３条の表藤沢市南市民図書館の項中「鵠沼東８番２号」を「南藤沢２１番１

号」に改める。 

（藤沢市民ギャラリー条例の一部改正） 

第２条 藤沢市民ギャラリー条例（昭和６１年藤沢市条例第１７号）の一部を次の

ように改正する。 

第２条中「藤沢４３８番地の１」を「南藤沢２１番１号」に改める。 

附 則 

この条例は，令和元年７月１日から施行する。 

 

 

 

提案理由 

この条例を提出したのは，藤沢市南市民図書館及び藤沢市民ギャラリーを暫定移

設するため，所要の改正をする必要による。 
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議案第１６号  

 

藤沢市火災予防条例の一部改正について 

 藤沢市火災予防条例の一部を次のように改める。 

２０１９年（令和元年）６月６日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫    

 

 

 

藤沢市火災予防条例の一部を改正する条例 

 藤沢市火災予防条例（昭和４８年藤沢市条例第１０号）の一部を次のように改正

する。 

 第１８条第１項中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。 

 第３１条の５第１号中「又は前条第１項」を削り，「作動時間が６０秒以内」を

「種別が一種」に改め，同条第２号から第５号までの規定中「又は前条第１項」を

削り，同条第６号中「又は前条第１項」を削り，同条中同号を第７号とし，第５号

の次に次の１号を加える。 

 （６） 第３１条の３第１項各号に掲げる住宅の部分に特定小規模施設用自動火災報

知設備を特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用

に供する設備等に関する省令（平成２０年総務省令第１５６号）第３条第２項

及び第３項に定める技術上の基準に従い，又は当該技術上の基準の例により設

置したとき。 

附 則 

この条例は，公布の日から施行する。ただし，第１８条の改正規定は，令和元年

７月１日から施行する。 

 

 

 

 



- 28 - 

提案理由 

この条例を提出したのは，工業標準化法の一部が改正され，並びに住宅用防災機

器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部が改正され

たことに伴い，規定の整備をする必要による。 


